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   （別紙のとおり） 

管理者署名 



   北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例（昭和49年北上地区消防組合条例第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （通勤手当）  （通勤手当） 

第13条 [略] 第13条 [略] 

２ [略] ２ [略] 

 ３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在

する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより

、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定め

るもののうち、第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当

該異動又は公署の移転の直前の住居（当該住居に相当するも

のとして規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機

関等（以下「新幹線鉄道等」という。）でその利用が規則で

定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するもの

であると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金

等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基

礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。

）を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

 (1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規



則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の

通勤に要する特別料金等の額の２分の１に相当する額。た

だし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下

「１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額」という。）

が２万円を超えるときは、支給単位期間につき、２万円に

支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の新

幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算

出する場合において、１箇月当たりの特別料金等の２分の

１相当額の合計額が２万円を超えるときは、その者の新幹

線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長

い支給単位期間につき、２万円に当該支給単位期間の月数

を乗じて得た額） 

 (2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定によ

る額 

３ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

４ [略] 

５ [略] 

６ [略] 

７ [略] 

 （単身赴任手当） 

第13条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴

い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを

得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとな

つた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該

異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが



通勤距離等を考慮して規則に定める基準に照らして困難であ

ると認められるもののうち、単身で生活することを常況とす

る職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住

居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮し

て規則で定める基準に照らして困難であると認められない場

合は、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、２万3,000円（規則で定めるとこ

ろにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距

離（以下単に「交通距離」という。）が規則で定める距離以

上である職員にあつては、その額に４万5,000円を超えない

範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した

額）とする。 

３ 前２項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整

に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 


